
令和元年１１⽉１５⽇
静 岡 国 道 事 務 所
浜 松 河 川 国 道 事 務 所

国道１号 夜間通⾏⽌めのお知らせ

静岡国道事務所、浜松河川国道事務所では、道路付属物の復旧や維持修繕⼯
事、橋梁・照明の点検を実施するため集中⼯事を⾏います。

⼯事期間中、国道１号藤枝バイパスと島⽥⾦⾕バイパス（内 ⾕ IC〜旗 指 IC
うつたに はっさし

間において、夜間 （上下線）全⾯通⾏⽌めを実施します。

■規制区間及び規制期間
（1）規制区間 ︓国道１号 藤枝バイパス、島⽥⾦⾕バイパス

内⾕ＩＣ 〜 旗指ＩＣ間（夜間上下線 全⾯通⾏⽌め）

（2）規制期間 ︓区間① 【⾕稲葉ＩＣ〜旗指ＩＣ】
令和元年１２⽉ ９⽇（⽉）夜から１２⽉１４⽇（⼟）朝まで

区間② 【内⾕ＩＣ〜⾕稲葉ＩＣ】
令和元年１２⽉ ９⽇（⽉）夜から１２⽉２７⽇（⾦）朝まで

※気象状況、作業の進捗状況等により、変更する場合があります。

（3）規制時間 ︓平⽇夜２１時から翌朝６時まで
※上記の時間中は、⾕稲葉うぐいすパーキングを閉鎖するため、ご利
⽤できません。

※上記の時間以外は通常どおり通⾏できます。

■配布資料 ︓別紙（規制チラシ）
■解禁指定 ︓特になし
■配布先 ︓静岡県政記者クラブ、藤枝市記者クラブ、島⽥市記者クラブ

■問い合わせ先︓【⾕稲葉ＩＣ以東】 国⼟交通省中部地⽅整備局 静岡国道事務所
副所⻑ ⼭ ⽥ 裕 ⾏ 電 話 054－250－8900

やま だ ひろ ゆき

管理第⼆課⻑ ⽵ 村 美 利
た け むら み とし

【⾕稲葉ＩＣ以⻄】 国⼟交通省中部地⽅整備局 浜松河川国道事務所
事業対策官 鈴 ⽊ 孝 司 電 話 053－466－0151

すず き こう じ

道路管理第⼆課⻑ 奥 村 賢 ⼆
おく むら けん じ



静岡県藤枝市及び島田市

 【規制区間】　国道１号 藤枝バイパス～島田金谷バイパス

区間① 谷稲葉
やいなば

ＩＣ　～　旗指
はっさし

ＩＣ間 区間② 内谷
うつたに

ＩＣ　～　谷稲葉
やいなば

ＩＣ間
　　　　（藤枝市谷稲葉　～　島田市旗指） 　　　　（藤枝市岡部町内谷　～　藤枝市谷稲葉）

 【規制内容】　夜間（上下）線 全面通行止め

 【規制期間】区間①　令和元年12月 9日(月)夜21時から12月14日(土)朝６時まで

 　　　　　　区間②　令和元年12月 9日(月)夜21時から12月27日(金)朝６時まで

 【規制時間】　平日夜２１時 から 翌朝６時まで

　　　注１）上記の期間・時間以外は通常どおり通行できます。

　　　注２）うぐいすパーキングについては、上記期間の夜２１時から翌朝６時まではご利用できません。

　　　注３）気象状況、作業の進捗状況等により期間及び時間を変更する場合があります。

　　　注４）上記の期間は、予備日を含んでおります。

　　　注５）上記の期間は、土曜日の夜２１時から月曜日の朝６時にかけては工事は行いません。

　　   　※通行（迂回）にあたっては、工事期間中に設置されます「案内看板」をご確認下さい。
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夜間（上下）線 全⾯通⾏⽌のお知らせ
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◎規制・渋滞に関する問い合わせ

日本道路交通情報センター TEL 050－3369－6622 携帯電話短縮ダイヤル ♯8011

◎工事に関する問い合わせ（受付時間 9:00～17:00）

国道１号藤枝バイパス、島⽥⾦⾕バイパスにおいて、道路附属物の復旧や舗装⼯事等の維持修繕⼯事、
橋梁・照明の点検を実施するため、下記の⽇程で夜間通⾏⽌めを⾏います。道路利⽤者や沿道の皆様
にはご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協⼒をお願いします。

（谷稲葉ＩＣ以東） 国土交通省 静岡国道事務所 管理第二課 TEL 054－250－8907
静清国道維持出張所 TEL 054－278－5181

公式ツイッター ＠mlit_shizukoku

（谷稲葉ＩＣ以西） 国土交通省 浜松河川国道事務所 道路管理第二課 TEL 053－466－0151
掛川国道維持出張所 TEL 0537－24－5749

公式ツイッター @mlit_hamamatsu


